
「消費者事故等」と「重大事故等」の関係

消費者による、商品等・役
務の使用・利用に伴う事故

死亡、負傷又は疾病等
（１日以上の治療期間）

生命・身体に関する事故等 財産に関する事故等

（２条５項３号）

消費者事故等

重大事故等

消費安全性を欠く商品等・
役務の使用・利用等が行わ
れた事態のうち、左の事故
が発生するおそれがあるも
のとして政令で定める要件
に該当するもの

上の事故のうち被害が重大
なもの
死亡、負傷又は疾病等
（30日以上の治療期間）

＜実害が発生した事故＞ ＜おそれのある事案＞

上の事態のうち左の事故を
発生させるおそれがあるもの
として政令で定める要件に該
当するもの

（２条５項１号） （２条５項２号）
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（消費者事故等の発生に関する情報の通知）

第十二条 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、重大

事故等が発生した旨の情報を得たときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、内閣府令で

定めるところにより、その旨及び当該重大事故等の概要その他内閣府令で定める事項

を通知しなければならない。

２ 行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、消費者事故

等（重大事故等を除く。）が発生した旨の情報を得た場合であって、当該消費者事故等

の態様、当該消費者事故等に係る商品等又は役務の特性その他当該消費者事故等に

関する状況に照らし、当該消費者事故等による被害が拡大し、又は当該消費者事故等

と同種若しくは類似の消費者事故等が発生するおそれがあると認めるときは、内閣総

理大臣に対し、内閣府令で定めるところにより、当該消費者事故等が発生した旨及び当

該消費者事故等の概要その他内閣府令で定める事項を通知するものとする。

３～４ 略

消費者安全法第12条(通知）
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（参考） 通知までの基本的な流れ

情報の入手

消費者事故等に該当するか？（法２条５項）

生命・身体被害が発生

（１号）

消費安全性を欠く商品等・役務による

生命・身体被害が発生するおそれの

ある事案（２号）

財産被害が発生するおそれ

（３号）

重大事故等に該当するか？

（法１２条１項）

重大事故等に該当する 重大事故等に該当しない

被害の発生・拡大のおそれがあるか？

（法１２条２項）

おそれあり おそれなし

直ちに通知

（法１２条１項）

速やかに通知

（法１２条２項、省令９条３項）
通知義務なし

消費者安全法に基づく情報通知 （行政機関、地方公共団体、国民生活センター→消費者庁）
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重大事故等 消費者事故等（重大事故等を除く。）

タイミング ●発生した旨の情報を得たら直ちに

（通知すべき情報の整理等のために必要と考えられる
数時間以内）

●重大事故等に該当する可能性が高いと判断される時点
で通知されることが望ましい

●事故等の態様、商品・役務の特性などに照らし、被害の
発生・拡大のおそれがあると認めるとき、速やかに

事故等の態様：
・通常予見される使用方法による事故か、
・多数の消費者に被害が生じているか、被害の程度、など

商品・役務の特性：

・全国的に流通しているか
・広く使用されているか

・事故原因と同一の原料や部品を使用している商品等が多
数あるか、

・問題となる契約条項と同種の条項を含む契約等が広く行
われているか、

・事故発生の危険があることやその危険の回避方法が広く
知られているか、 など

方法 ●電話、ＦＡＸ、電子メール

（電話の場合は速やかに、書面、ＦＡＸ、電子メール）

●書面、ＦＡＸ、電子メール、ＰＩＯ－ＮＥＴ入力、事故情報
データバンク入力

通知事項 ●事故等が発生した旨及び概要

●事故等が発生した日時・場所

●情報を得た日時・方法

●事故等の態様

●商品・役務を特定するために必要な事項
（商品名、型番等）

●被害の状況

（左記に加え、）

●関連事項
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①端緒情報の入手
消費者等からの申出、公益通報、消費者からの苦情相談、職権探知 など

②「消費者事故等」に該当するか（法2条5項）

生命・身体被害 財産被害

生命・身体
被害が現実
に発生して
いる事案
（1号）

通常有すべき安全
性を欠く商品・役務
による被害発生の
おそれのある事案
（2号）

財産被害を発生させるお
それがある事案（3号）

虚偽・誇大表示・広告、
不当勧誘、不当取引 等

③「重大事故等」に該当するか（法2条6項）

重大事故等 重大事故等には当たらない

•電話、FAX、電子メール
（電話の場合、その後速やかに、
書面、FAX等でその内容を通知）

・事故等が発生した旨及び概要
・事故等が発生した日時・場所
•情報を得た日時・方法
•事故等の態様

•事故原因特定事項（商品名や型
番など）
•被害の状況

④重大事故等を除く消費者事故等に
ついて、被害の拡大又は同種・類似
の事故等が発生するおそれがある
か（法12条2項）

おそれなしおそれあり

通知せず

•書面、FAX、電子メール、
PIO-NET入力、事故情報
データバンク入力

•事故等が発生した旨及び概要
•事故等が発生した日時・場所
•情報を得た日時・方法
•事故等の態様

•事故原因特定事項（商品名や型
番など）
•被害の状況
•その他関連事項

☆PIO-NET等に入力した場合は通知
したものとみなす。

☆PIO-NET等に入力しただけでは通
知義務を果たしたことにならない。

直
ち
に

速や
かに

消費者庁

○生命・身体被害分野につ
いては、消費者安全課に、
財産被害分野については
消費者情報課に通知

○重大事故等の通知方法と
して「電話」があり、
夜間・土日祝日も対応
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共有

通知地方公共団体

国民生活センター

通知

相談・事故情報

関係省庁

ＰＩＯ－ＮＥＴ

消費生活用製品の重大事故情報の報告等

相談

相談・事故情報

消
費
者

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

デ
ー
タ
提
供

消費者庁への情報の流れ

消

費

者

事
業
者

消

費

者

庁

消費生活センター

保健所、警察、消防等

事故情報データバンク

消費者安全情報総括官会議

※ 平成２１年内に参加機関間で試行的に実施
新PIO導入を機にPIO設置自治体において利用可
4月から国民向け運用開始予定

※
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